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衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
自
衛
官
自
殺
問
題
に
対
す
る
防
衛
省
の
取
り
組
み
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

防
衛
省
と
し
て
は
、
自
殺
防
止
対
策
を
強
力
に
推
進
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
認
識
し
て
お
り
、
一
般
職
の
国
家

公
務
員
の
自
殺
の
状
況
を
も
踏
ま
え
つ
つ
、
自
衛
官
の
自
殺
の
原
因
等
に
つ
い
て
分
析
及
び
検
討
を
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ

る
。な

お
、
御
指
摘
の
「
自
衛
官
の
自
殺
者
数
」
に
は
、
防
衛
省
の
事
務
官
等
の
自
殺
者
数
も
含
ま
れ
て
お
り
、
自
衛
官
の
み

の
平
成
十
六
年
度
か
ら
平
成
十
八
年
度
ま
で
の
自
殺
者
数
は
、
平
成
十
六
年
度
九
十
四
人
、
平
成
十
七
年
度
九
十
三
人
、
平

成
十
八
年
度
九
十
三
人
で
あ
り
、
平
成
十
八
年
度
の
自
衛
官
の
自
殺
に
よ
る
死
亡
率
は
十
万
人
当
た
り
三
十
八
・
六
人
で
あ

る
。

二
に
つ
い
て

防
衛
省
に
お
い
て
は
、
自
衛
官
の
自
殺
が
発
生
し
た
場
合
に
は
、
他
の
隊
員
に
対
す
る
じ
後
の
精
神
的
・
心
理
的
影
響
等

を
な
る
べ
く
小
さ
な
も
の
と
す
る
と
と
も
に
、
併
せ
て
自
殺
防
止
対
策
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
精
神
医
学
及
び
心

理
学
の
専
門
家
等
を
構
成
員
と
す
る
ア
フ
タ
ー
ケ
ア
チ
ー
ム
を
自
殺
者
が
所
属
し
て
い
た
部
隊
等
に
派
遣
し
て
お
り
、
こ
の

一



よ
う
な
活
動
を
通
じ
て
、
自
殺
の
原
因
の
特
定
・
分
析
に
努
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

防
衛
省
と
し
て
は
、
一
般
に
、
自
殺
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
要
因
が
複
合
的
に
影
響
し
合
っ
て
発
生
す
る
も
の
で
あ
り
、
個
々

の
原
因
に
つ
い
て
特
定
す
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
も
多
い
と
考
え
て
い
る
が
、
防
衛
省
に
お
い
て
は
、
自
殺
の
原
因
に
つ
い

て
可
能
な
限
り
特
定
で
き
る
よ
う
努
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
「
病
苦
」
、
「
借
財
」
、
「
家
庭
問
題
」
、
「
職
務
」
、

「
そ
の
他
・
不
明
」
と
い
う
区
分
に
整
理
し
て
把
握
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

三
に
つ
い
て

防
衛
省
と
し
て
、
自
衛
隊
員
の
自
殺
防
止
に
つ
い
て
は
、
防
衛
庁
（
当
時
）
に
設
置
さ
れ
た
「
自
衛
隊
員
の
メ
ン
タ
ル
ヘ

ル
ス
に
関
す
る
検
討
会
」
に
よ
る
平
成
十
二
年
十
月
六
日
の
「
自
衛
隊
員
の
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
に
関
す
る
提
言
」
を
踏
ま
え
、

二
十
四
時
間
受
付
相
談
窓
口
を
設
置
す
る
な
ど
の
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
体
制
の
充
実
、
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
に
関
す
る
啓
発
教
育

の
実
施
の
徹
底
、
自
殺
し
た
隊
員
の
身
近
な
隊
員
や
御
遺
族
に
対
す
る
ア
フ
タ
ー
ケ
ア
等
の
施
策
を
検
討
し
、
実
施
し
て
き

た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
こ
れ
ら
の
施
策
を
推
進
す
る
た
め
、
平
成
十
五
年
七
月
十
五
日
、
防
衛
庁
長
官
政
務
官
（
平
成
十
九
年
一
月
九

日
か
ら
は
防
衛
大
臣
政
務
官
）
を
本
部
長
と
す
る
自
殺
事
故
防
止
対
策
本
部
を
防
衛
庁
（
平
成
十
九
年
一
月
九
日
か
ら
は
防

二



衛
省
）
に
設
置
し
、
右
に
述
べ
た
施
策
の
ほ
か
に
、
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
施
策
強
化
期
間
の
設
定
、
専
門
家
に
よ
る
全
国
各
地

で
の
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
に
関
す
る
講
演
、
借
財
が
自
殺
の
原
因
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
て
中
隊
長
等
が
隊
員
の
指
導

に
当
た
っ
て
参
考
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
手
引
の
全
国
の
部
隊
等
へ
の
配
布
、
部
内
外
の
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
等
に
関
す
る
相

談
先
を
記
載
し
た
カ
ー
ド
の
隊
員
へ
の
配
布
及
び
携
行
の
徹
底
、
医
療
の
充
実
と
し
て
う
つ
病
に
陥
る
危
険
性
の
あ
る
隊
員

へ
の
早
期
治
療
や
う
つ
病
等
患
者
へ
の
精
神
科
に
お
け
る
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
を
実
施
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

四
に
つ
い
て

御
指
摘
の
件
に
つ
い
て
、
防
衛
省
と
し
て
は
、
民
事
訴
訟
法
（
平
成
八
年
法
律
第
百
九
号
）
に
従
っ
て
適
切
に
対
処
し
て

ま
い
り
た
い
。

三


